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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＲＴなどの表示装置を有する複数の操作端末と、上記各操作端末によって操作される
大画面表示制御装置と、上記大画面表示制御装置によって表示が制御される大画面表示装
置とを備えた大画面表示装置の協調作業システムにおいて、上記大画面表示装置の表示領
域をＳＶＧＡ（８００×６００）、ＸＧＡ（１０２４×７６８）及びＳＸＧＡ（１２８０
×１０２４）のいずれかの基準解像度の単位に分割し、この基準解像度単位に分割した表
示領域をさらに縦または横に分割して複数の単位サイズ領域に区分し、上記単位サイズ領
域の１個または複数個の境界で縦または横に分割することにより複数の表示領域があるレ
イアウトとし、上記操作端末の表示装置に上記大画面表示装置の表示領域のレイアウトの
種類の一覧を表示して、上記操作端末の表示装置上で所定の表示領域のレイアウトを選択
することにより上記大画面表示装置の表示領域のレイアウトを変更し得るようにしたこと
を特徴とする大画面表示装置の協調作業システム。
【請求項２】
　単位サイズ領域の１個または複数個の境界で縦または横に分割された複数の表示領域の
１つに、所定の操作端末の表示装置に表示された画面と同じ画面を表示し得るようにした
ことを特徴とする請求項１記載の大画面表示装置の協調作業システム。
【請求項３】
　単位サイズ領域の１個または複数個の境界で縦または横に分割された複数の表示領域の
１つを、所定の操作端末による専用の操作領域とすることができるようにしたことを特徴
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とする請求項１または請求項２記載の大画面表示装置の協調作業システム。
【請求項４】
　単位サイズ領域の１個または複数個の境界で縦または横に分割された複数の表示領域間
でそれぞれの表示内容をスワップし得るようにしたことを特徴とする請求項１記載の大画
面表示装置の協調作業システム。
【請求項５】
　ＣＲＴなどの表示装置を有する複数の操作端末と、上記各操作端末によって操作される
大画面表示制御装置と、上記大画面表示制御装置によって表示が制御される大画面表示装
置とを備えた大画面表示装置の協調作業システムにおいて、上記大画面表示装置の表示領
域をＳＶＧＡ（８００×６００）、ＸＧＡ（１０２４×７６８）及びＳＸＧＡ（１２８０
×１０２４）のいずれかの基準解像度の単位に分割し、この基準解像度単位に分割した表
示領域をさらに縦または横に分割して複数の単位サイズ領域に区分し、上記単位サイズ領
域の１個または複数個の境界で縦または横に分割することにより複数の表示領域があるレ
イアウトとし、上記操作端末の表示装置に上記大画面表示装置の表示領域のレイアウトの
種類の一覧を表示して、上記操作端末の表示装置上で所定の表示領域のレイアウトを選択
することにより上記大画面表示装置の表示領域のレイアウトを変更し得ると共に、各表示
領域に設定される所定の操作端末による専用の操作領域を管理するようにしたことを特徴
とする大画面表示装置の表示領域の管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、大画面表示装置を複数端末から操作する協調作業システム及び表示領域の
管理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の大画面表示装置の協調作業システムは、例えばプラント監視制御システムにおい
ては、大画面表示装置の表示領域全体にプラント全体を監視する画面を表示し、協調作業
をする場合には、複数の操作端末に表示している画面を大画面表示装置にウィンドウとし
て表示していた。（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特公平６－９３１７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の協調作業システムは上記のように構成され、大画面表示装置は画面全体を一つの
表示領域として利用していたため、大画面表示装置に表示されている画面には、ウィンド
ウを表示するスペースを設ける必要があった。その上、大画面表示装置にウィンドウを表
示した場合には、ウィンドウを表示した領域が隠れてしまうという問題点があった。
【０００５】
　この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたものであり、大画面表示装
置の表示領域を複数の単位サイズ領域に区分して複数の表示領域に分割すると共に、表示
レイアウトを変更できる協調作業システムを得ること及び分割された表示領域の表示並び
に操作を制御するための管理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る大画面表示装置の協調作業システムは、ＣＲＴなどの表示装置を有する
複数の操作端末と、上記各操作端末によって操作される大画面表示制御装置と、上記大画
面表示制御装置によって表示が制御される大画面表示装置とを備えた大画面表示装置の協
調作業システムにおいて、上記大画面表示装置の表示領域をＳＶＧＡ（８００×６００）
、ＸＧＡ（１０２４×７６８）及びＳＸＧＡ（１２８０×１０２４）のいずれかの基準解
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像度の単位に分割し、この基準解像度単位に分割した表示領域をさらに縦または横に分割
して複数の単位サイズ領域に区分し、上記単位サイズ領域の１個または複数個の境界で縦
または横に分割することにより複数の表示領域があるレイアウトとし、上記操作端末の表
示装置に上記大画面表示装置の表示領域のレイアウトの種類の一覧を表示して、上記操作
端末の表示装置上で所定の表示領域のレイアウトを選択することにより上記大画面表示装
置の表示領域のレイアウトを変更し得るようにしたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係る協調作業システムは上記のように構成されているため、複数の画面を重
ねることなく表示することができる。
【０００８】
　また、大画面表示装置の分割された表示領域はＣＲＴなどの表示装置の解像度を基準に
した単位で分割されるため、操作端末の表示装置に表示されている画面を表示する場合、
表示領域を効率よく利用することができる。
【０００９】
　更に、操作端末の画面を大画面表示装置の分割された表示領域に表示することにより、
操作端末の画面に表示されている情報を共有することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
実施の形態１．
　以下、この発明の実施の形態１を図に基づいて説明する。図１は、この発明の実施の形
態１による協調作業システムの構成を示すブロック図、図２は、大画面表示制御装置及び
操作端末の内部構成を示すブロック図である。
【００１１】
　この協調作業システムは、図１に示すように、ＣＲＴなどの通常の表示装置の数倍から
数十倍の解像度を持つ大画面表示装置１と、大画面表示装置１の表示を制御する大画面表
示制御装置２と、ネットワーク４を介して大画面表示制御装置２に接続され、大画面表示
装置１に表示されている画面やウィンドウを操作するための操作端末３０１、３０２、３
０３とから構成されている。
【００１２】
　操作端末３０１、３０２、３０３は、マウスやキーボードなどを持ち、マウスやキーボ
ードによる操作イベントは、図２に示すように、イベント送信部３１から大画面表示制御
装置２に送られる。大画面表示制御装置２は、操作端末３０１、３０２、３０３から操作
イベントを受け取るイベント受付部２３と、大画面表示装置１の表示レイアウトを変更、
管理する表示レイアウト管理部２２と、大画面表示装置１に画面を表示する表示部２１と
から構成されている。
【００１３】
　次に、実施の形態１の動作について説明する。図３は、大画面表示装置１の表示領域の
レイアウトを変更する処理手順を示すフローチャート、図４は、大画面表示装置１の表示
領域のレイアウト変更の処理手順を模式的に説明する図である。
【００１４】
　先ず図３のステップＳＴ１１において、大画面表示装置１の表示領域を例えばＳＶＧＡ
（８００×６００）、ＸＧＡ（１０２４×７６８）、ＳＸＧＡ（１２８０×１０２４）な
ど基準解像度の単位に分割する。
【００１５】
　ＳＴ１１での分割の単位は、大画面表示装置１の解像度を図４（ａ）に示すように、Ｋ
×Ｊ、基準解像度を図４（ｂ）に示すように、Ｌ×Ｍとした場合、Ｋ＝ｓ×Ｌ、Ｊ＝ｔ×
Ｍのｓ、ｔが最小となるように決定する（ただし、Ｋ、Ｊ、Ｌ、Ｍ、ｓ、ｔは整数とする
）。
【００１６】
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　例えば大画面表示装置１の解像度が３０７２×１５３６の場合、３０７２＝３×１０２
４、１５３６＝２×７６８であるため上述したＸＧＡ単位で図４（ｂ）に示すように、６
つの領域に分割する。１３１は基準解像度に分割した表示領域を示したものである。
【００１７】
　次に、ステップＳＴ１２において、ステップＳＴ１１で分割した領域１３１を縦横１／
（２×Ｎ）に分割する（ただしＮは整数とする）。ステップＳＴ１２により、大画面表示
装置１の表示領域は図４（ｃ）に示すように、同一の大きさの表示領域１３２の単位サイ
ズに分割される。
【００１８】
　その後、ステップＳＴ１３において、１個または複数個の単位サイズの境界で縦または
横に分け、２つの領域に分割する。次いで、ステップＳＴ１４において、表示領域数が所
望の数であるＭ(ただしＭは整数)に達していない場合には、ステップＳＴ１３で２つに分
割した領域の一つを更に１個または複数個の単位サイズの境界で縦または横に分け２つの
領域に分割する。
【００１９】
　上記ステップＳＴ１３をステップＳＴ１４にて表示領域数が所望のＭになるまで繰り返
し行う。例えば、表示領域が４つある表示レイアウトにしたい場合は、図４（ｄ）に示す
ように、ステップＳＴ１３にて先ず分割線１３３で横に分割して大画面表示装置１を上下
の２領域に分け、更に、分割された下の領域を分割線１３４で縦に分割し、その右の領域
を分割線１３５で縦に分割することにより４領域に分割している。
【００２０】
　図５は、上述した手法により表示レイアウトを変更した例を示したものである。大画面
表示装置１の表示領域１０１を例えば１１１、１１２、１１３の３つの表示領域を持つよ
うに表示レイアウトを変更する場合は、左下側への矢印で示すように分割し、１０１で表
示していた画面ａを１１１に、１１２には画面ｂを、１１３には画面ｃを表示することが
できる。また、表示領域１０１を例えば１２１、１２２、１２３、１２４の４つの表示領
域を持つように表示レイアウトを変更する場合は、右下側への矢印で示すように分割する
ことができる。
【００２１】
　図６は、上述した手法により変更した表示レイアウトに対して操作端末の画面を表示し
たものである。表示領域１４２に操作端末３０１の表示装置３１１に表示されている画面
ｂを拡大して表示し、１４３に操作端末３０２の表示装置３１２に表示されている画面ｃ
を拡大して表示し、１４４に操作端末３０３の表示装置３１３に表示されている画面ｄを
拡大表示している。
【００２２】
実施の形態２．
　次に、この発明の実施の形態２を図に基づいて説明する。実施の形態１では、大画面表
示装置の表示領域のレイアウトを変更する手法について述べたが、実施の形態２は、表示
レイアウトの変更手法により分割された表示領域を専用の操作領域とするための操作権を
持たせることにより、操作端末からのマウスやキーボードによる操作を制御しようとする
ものである。
【００２３】
　図７は、操作端末からのマウスの移動とウィンドウの移動の操作について表示領域に操
作権を設定して専用の操作領域とした場合の例を示したものである。図７（ａ）の１５１
は図１の操作端末３０１から操作するためのマウスカーソル、１５２は操作端末３０２か
ら操作するためのマウスカーソル、１５３は操作端末３０３から操作するためのマウスカ
ーソルである。
【００２４】
　大画面表示装置１の表示レイアウトを図７（ｂ）に示す１６１、１６２、１６３、１６
４の４つの表示領域を持つように表示レイアウトを変更すると共に、表示領域１６２には
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操作端末３０１により操作できる操作権を設定し、表示領域１６３には操作端末３０２に
より操作できる操作権を設定し、表示領域１６４には操作端末３０３により操作できる操
作権を設定した例について説明する。
【００２５】
　マウスカーソル１５１は、表示領域１６３、１６４に対する操作権はないため、表示領
域１６３に移動することは出来ないが、表示領域１６１はどの操作端末からも操作権が設
定されていないため、この表示領域には移動することが出来る。
【００２６】
　同様に図７（ｃ）に示すウィンドウ１７１、１７２、１７３を表示する場合についても
、操作権を設定している表示領域と、どの操作端末からも操作権が設定されていない表示
領域に対しては、移動や、リサイズを行うことが出来る。
【００２７】
　以上のように、実施の形態２によれば、分割された表示領域に対して操作権を設定して
所定の表示領域を専用の操作領域とすることにより、マウス及びウィンドウの移動を制限
することができるもので、他の操作端末に邪魔されることなく、操作を行うことができる
という効果がある。
【００２８】
実施の形態３．
　次に、この発明の実施の形態３を図に基づいて説明する。実施の形態２では、分割され
た表示領域に操作権を設定する場合について述べたが、実施の形態３は、図８に示すよう
に、表示領域間で画面をスワップすることが出来るようにしたものである。
【００２９】
　例えば図８（ａ）に示す大画面表示装置１の表示領域１６２の画面ｂと表示領域１６３
の画面ｃとをスワップして図８（ｂ）に示すように、表示領域１６２は画面ｃ、表示領域
１６３は画面ｂとするものである。また、図８（ｃ）に示すように、サイズの異なる表示
領域１６１と１６４との間で画面のスワップをすることもできる。
【００３０】
　次に、スワップの動作について説明する。まず、図１に示す大画面表示制御装置２のイ
ベント受付部２３でスワップ操作のイベントを受け取る。次に、表示レイアウト管理部２
２にて表示領域に対する表示内容の変更と、操作権の変更を行う。その後、表示部２１に
て表示を更新する。このとき、異なるサイズ間のスワップでは、表示領域１６１の画面ａ
を縮小して表示領域１６４に表示する。
【００３１】
　以上のように、実施の形態３によれば、表示領域間で画面をスワップすることができる
ため、例えば大きくして見たい画面を広い領域に表示したり、広い表示領域を使って作業
したいときに画面を入れ替えたりすることができ、画面の表示や作業を効率的に行うこと
ができる。
【００３２】
実施の形態４．
　次に、この発明の実施の形態４を図に基づいて説明する。実施の形態２及び３では、表
示領域に対する操作について述べたが、実施の形態４は図９に示すように、表示レイアウ
トの種類の一覧６０を画面に表示し、表示されたレイアウトの種類の中から所望のレイア
ウトを選択することにより、大画面表示装置の表示レイアウトを変更するようにしたもの
である。
【００３３】
　図９（ａ）は、例えば操作端末３０１の表示装置３１１に大画面表示装置１の表示レイ
アウトの種類の一覧６０を表示し、表示されたレイアウトの種類６１、６２、６３の中か
ら所望の表示レイアウト例えば６３を選択し、大画面表示装置１の表示レイアウトを変更
する。
　図９（ｂ）は選択された表示レイアウトを示す。
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【００３４】
　以上のように、実施の形態４によれば、表示レイアウトの種類の一覧から所望の表示レ
イアウトを選択して、大画面表示装置の表示レイアウトを変更することができるため、表
示レイアウトの変更操作を簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】この発明の実施の形態１による協調作業システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】大画面表示制御装置及び操作端末の内部構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１による表示レイアウトの変更手順を示すフローチャートである。
【図４】実施の形態１による表示レイアウトの変更手順を模式的に説明する図である。
【図５】実施の形態１による表示レイアウトの変更例を示す図である
【図６】実施の形態１による大画面表示装置の分割された表示領域に操作端末の画面を表
示する例を示した図である。
【図７】この発明の実施の形態２による操作権の設定の例を示す説明図である。
【図８】この発明の実施の形態３による表示領域間でのスワップの例を示す図である。
【図９】この発明の実施の形態４による表示レイアウト変更の例を示す図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　大画面表示装置、　２　大画面表示制御装置、
　３０１、３０２、３０３　操作端末、　４　ネットワーク、　２１　表示部、
　２２　表示レイアウト管理部、　２３　イベント受付部、　３１　イベント送信部。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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